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～ 一般会計２０５億５千万円のまちづくり ～
令和6年度 令和6年度 一般会計決算認定一般会計決算認定
●
●

214億425万5千450円
205億5,028万9千551円歳出

歳入歳出差引残高 ８億５,３９６万５千899円

歳入
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町 税

財産収入

繰入金

繰越金

地方交付税

国庫支出金

県支出金

主な歳入

民生費

衛生費

土木費

教育費

主な歳出

令和6年度 特別会計・公営企業会計決算
国民健康保険
特別会計

後期高齢者
医療特別会計

水道事業剰余金
処分について

水道事業会計

下水道事業会計

令和6年度 どう使われた？ みんなのお金
令和6年度 主要施策令令和6和6年度年度 主要主要施策施策令和6年度 主要施策

地域医療介護総合確保基金事業

砂辺浜川
境界線改良事業

2,266万
7千855円

トレーニング室整備事業
1,530万4千800円

北谷町宿泊税導入検討事業
614万7千705円

浜川漁港新規漁業用施設整備補助事業
1億7,152万円

浜川漁港機能保全・強化事業
1億3,614万3千円

北谷中学校改築事業
16億6,048万5千302円

北谷町立博物館整備事業
10億197万9千637円

5,761万2千円
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～ 一般会計２０５億５千万円のまちづくり ～
令和6年度 令和6年度 令和6年度 令和6年度 一般会計決算認定一般会計決算認定一般会計決算認定一般会計決算認定一般会計決算認定一般会計決算認定
●
●

214億425万5千450円
205億5,028万9千551円歳出

歳入歳出差引残高 ８億５,３９６万５千899円

歳入

■
■
■
■
■
■
■

■

■

■

■

63億3,375万4千208円

4億9,002万7千238円

11億45万4千749円

5億4,647万8千955円

14億1,488万9千円

53億161万3千563円

19億9,129万19円

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

町 税

財産収入

繰入金

繰越金

地方交付税

国庫支出金

県支出金

主な歳入

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

64億6,902万2千279円

12億1,217万4千628円

14億7,239万8千271円

54億9,770万6千391円

高齢者福祉や児童福祉、
障がい者福祉の運営など

予防接種や健康づくり、
環境美化など

町道の舗装補修、道路の新設
改良、河川の整備など

幼稚園や小中学校の
教育環境の整備や生涯学習、
文化財保護など

民生費

衛生費

土木費

教育費

主な歳出

令和6年度 特別会計・公営企業会計決算

歳入　41億941万461円
歳出　39億5,834万7千630円
歳出歳出
差引残高   1億5,106万2千831円 歳出歳出

差引残高 　　  382万5千953円

歳入　5億2,800万8千409円
歳出　5億2,418万2千456円

当年度未処分利益剰余金　1億5,983万2千994円

収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出

10億4,270万497円
10億25万8千791円
797万6千538円

2億4,333万3千227円

収益的収入　8億1,091万6千827円
収益的支出　7億5,084万875円
資本的収入　2億1,397万7千143円
資本的支出　3億2,213万1千889円

国民健康保険
特別会計

後期高齢者
医療特別会計

水道事業剰余金
処分について

水道事業会計

下水道事業会計
※資本的収入が資本的支出に不足する額2億3535
万6689円は、当年度消費税及び地方消費税資
本的収支調整額1785万8967円、減債積立金
3878万7862円、過年度損益勘定留保資金1億
7870万9860円で補てん。

※資本的収入が資本的支出に不足す
る額1億 4227 万 5049 円は、当
年度消費税及び地方消費税資本
的収支調整額 792 万 512 円、過
年度損益勘定留保資金１億 3435
万 4537 円で補てん。

令和6年度 どう使われた？ みんなのお金
令和6年度 主要施策令和6年度 主要施策

地域医療介護総合確保基金事業

砂辺浜川
境界線改良事業

トレーニング室整備事業 北谷町宿泊税導入検討事業

浜川漁港新規漁業用施設整備補助事業 浜川漁港機能保全・強化事業

北谷中学校改築事業 北谷町立博物館整備事業
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令和7年度 北谷町一般会計補正予算令和7年度 北谷町一般会計補正予算

令和7年度 北谷町国民健康保険特別会計補正予算

令和7年度 北谷町下水道事業会計補正予算（第1号）

令和7年度 北谷町後期高齢者医療特別会計補正予算

歳入歳出予算総額 196億3,193万6千円第2号

歳入歳出総額 38億8,531万4千円

下水道事業収益（収入）
補正予算額
 1,170万8千円の増
補正後
 7億9,507万5千円

下水道事業費用（支出）
補正予算額
 1,105万2千円の増
補正後
 8億77万3千円

資本的収入
補正予算額
 1,508万3千円の増
補正後
 3億7,319万4千円

資本的支出
補正予算額
 3,852万4千円の増
補正後
 5億9,217万9千円

第1号 歳入歳出総額 5億7,083万6千円第1号

主な内容：保育所費・学校建設費・道路新設改良費の増

補正予算額 1億5,587万6千円の増 補正予算額 554万3千円の増

7億9,501万9千円主な歳出

【収益的収入及び支出】 【資本的収入及び支出】

抗議決議・意見書抗議決議・意見書

要請行動（沖縄防衛局・外務省沖縄事務所）
日　　時：令和7年9月2日（火）

要請内容：在沖海兵隊による建造物侵入事件に対する
　　　　 意見書を手交・他2件

８月１４日
常態化している

米軍嘉手納基地内での
パラシュート降下訓練に対する

抗議決議・意見書
在沖米海兵隊員による
建造物侵入事件に対する
抗議決議・意見書

賛成多数で

賛成
反対×

14名
2名

9月9日
常態化している

米軍嘉手納基地内での
パラシュート降下訓練に対する

抗議決議・意見書

米軍嘉手納基地へ
一時配備されている

米海兵隊所属無人偵察機（MQー9）を
期間の定めなく延長することに対する

抗議決議・意見書

在沖米
海兵隊員による

器物損壊事件に対する
抗議決議・意見書

米軍嘉手納基地に
暫定配備されている
F-15E 戦闘機の

車輪欠落事故に対する
抗議決議・意見書

賛成多数で

賛成
反対×

15名
1名全会一致で

全会一致で 賛成多数で

賛成
反対×

13名
4名

賛成多数で

賛成
反対×

15名
2名

条例の制定・改正条例の制定・改正条例の制定・改正条例の制定・改正条例の制定・改正条例の制定・改正

① 北谷城跡保存活用計画策定委員会を設置するため
② 北谷城史跡整備基本構想策定審議会を廃止するため

主な内容

主な内容

主な内容

主な内容

主な内容

北谷町附属機関設置条例の一部を改正する条例について

地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請）地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請）
陳情陳情

陳情・意見書

北谷町商工会

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律等の改正に伴う条例 改正。

北谷町職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例 全会一致で

北谷町固定資産評価審査委員会において、専門的な知見を有する人材を
安定的に確保し、公平、かつ、的確な制度運営を図るため、委員長及び委員
の報酬額を改正する必要がある。

北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

離島振興法を定める省令の改正により、固定資産税の課税免除に対する減
収補填の適用期間が延長されたことなどに伴い、本町条例についても改正
を行う必要がある。

北谷町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例

マイナンバーカード普及のため、コンビニ交付手数料を10円に
引き下げる特例措置をさらに3年間延長し、マイナンバーカード
のさらなる普及を図る。

北谷町手数料の特例に関する条例の一部を改正する条例

陳情者

夜勤規制と大幅増員で安全・安心の
医療・介護の実現を求める陳情書

夜勤を含めた労働環境の見直しで、安全・安心
な医療・介護の実現を求める意見書

地域の皆様から人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局
と協力して人権侵害から被害者を救済したり、人権について関心を
持ってもらえるような啓発活動を行います。人権擁護委員はボランティア
ですが、現在、全国で約１４,０００人が法務大臣から委嘱され、全国の市町
村で積極的な活動を行っています。

00：58：26からスタート00：58：26からスタート

全会一致で全会一致で

全会一致で全会一致で

地域社会に貢献するシルバー人材センターの新たな決意と支援の要望

公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会、 
公益社団法人北谷町シルバー人材センター

陳情者

全会一致で全会一致で

県産品の優先使用について (要請)

公益社団法人沖縄県工業連合会、 沖縄県 JIS 協会、 沖縄県酒造組合、沖縄県商工会連合会、 沖縄県商工会議所連合会陳情者

00：15：55からスタート00：15：55からスタート

全会一致で全会一致で

賛成多数で

賛成
反対×

16名
1名

賛成多数で

賛成
反対×

15名
1名

賛成多数で

賛成
反対×

15名
1名

陳情 意見書

※人権擁護委員とは？

【人権擁護委員候補者の推薦】【人権擁護委員候補者の推薦】【人権擁護委員候補者の推薦】【人権擁護委員候補者の推薦】【人権擁護委員候補者の推薦】【人権擁護委員候補者の推薦】【人権擁護委員候補者の推薦】

高宮城　克  氏
たかみやぎ かつ

人権擁護委員の任期満了に伴う
新たな委員候補者の推薦

条
例
の
制
定
・
改
正
・
陳
情
・
意
見
書
・
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
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令和7年度 北谷町一般会計補正予算令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算北谷町一般会計補正予算令和7年度 北谷町一般会計補正予算

令和7年度 北谷町国民健康保険特別会計補正予算

令和7年度 北谷町下水道事業会計補正予算（第1号）令和7年度 北谷町下水道事業会計補正予算（第1号）

令和7年度 北谷町後期高齢者医療特別会計補正予算

歳入歳出予算総額 196億3,193万6千円第2号

歳入歳出総額 38億8,531万4千円

下水道事業収益（収入）
補正予算額
 1,170万8千円の増
補正後
 7億9,507万5千円

下水道事業費用（支出）
補正予算額
 1,105万2千円の増
補正後
 8億77万3千円

資本的収入
補正予算額
 1,508万3千円の増
補正後
 3億7,319万4千円

資本的支出
補正予算額
 3,852万4千円の増
補正後
 5億9,217万9千円

第1号 歳入歳出総額 5億7,083万6千円第1号

主な内容：保育所費・学校建設費・道路新設改良費の増

補正予算額 1億5,587万6千円の増 補正予算額 554万3千円の増

7億9,501万9千円の増主な歳出

【収益的収入及び支出】 【資本的収入及び支出】

抗議決議・意見書抗議決議・意見書抗議決議・意見書抗議決議・意見書抗議決議・意見書

要請行動（沖縄防衛局・外務省沖縄事務所）
日　　時：令和7年9月2日（火）

要請内容：在沖海兵隊による建造物侵入事件に対する
　　　　 意見書を手交・他2件

８月１４日
常態化している

米軍嘉手納基地内での
パラシュート降下訓練に対する

抗議決議・意見書
在沖米海兵隊員による
建造物侵入事件に対する
抗議決議・意見書

賛成多数で

賛成
反対×

14名
2名

9月9日
常態化している

米軍嘉手納基地内での
パラシュート降下訓練に対する

抗議決議・意見書

米軍嘉手納基地へ
一時配備されている

米海兵隊所属無人偵察機（MQー9）を
期間の定めなく延長することに対する

抗議決議・意見書

在沖米
海兵隊員による

器物損壊事件に対する
抗議決議・意見書

米軍嘉手納基地に
暫定配備されている
F-15E 戦闘機の

車輪欠落事故に対する
抗議決議・意見書

賛成多数で

賛成
反対×

15名
1名全会一致で

全会一致で 賛成多数で

賛成
反対×

13名
4名

賛成多数で

賛成
反対×

15名
2名

条例の制定・改正条例の制定・改正

① 北谷城跡保存活用計画策定委員会を設置するため
② 北谷城史跡整備基本構想策定審議会を廃止するため

主な内容

主な内容

主な内容

主な内容

主な内容

北谷町附属機関設置条例の一部を改正する条例について

地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請）
陳情陳情

陳情・意見書

北谷町商工会

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律等の改正に伴う条例 改正。

北谷町職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例 全会一致で

北谷町固定資産評価審査委員会において、専門的な知見を有する人材を
安定的に確保し、公平、かつ、的確な制度運営を図るため、委員長及び委員
の報酬額を改正する必要がある。

北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

離島振興法を定める省令の改正により、固定資産税の課税免除に対する減
収補填の適用期間が延長されたことなどに伴い、本町条例についても改正
を行う必要がある。

北谷町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例

マイナンバーカード普及のため、コンビニ交付手数料を10円に
引き下げる特例措置をさらに3年間延長し、マイナンバーカード
のさらなる普及を図る。

北谷町手数料の特例に関する条例の一部を改正する条例

陳情者

夜勤規制と大幅増員で安全・安心の
医療・介護の実現を求める陳情書

夜勤を含めた労働環境の見直しで、安全・安心
な医療・介護の実現を求める意見書

地域の皆様から人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局
と協力して人権侵害から被害者を救済したり、人権について関心を
持ってもらえるような啓発活動を行います。人権擁護委員はボランティア
ですが、現在、全国で約１４,０００人が法務大臣から委嘱され、全国の市町
村で積極的な活動を行っています。

00：58：26からスタート00：58：26からスタート

全会一致で全会一致で

全会一致で全会一致で

地域社会に貢献するシルバー人材センターの新たな決意と支援の要望

公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会、 
公益社団法人北谷町シルバー人材センター

陳情者

全会一致で全会一致で

県産品の優先使用について (要請)

公益社団法人沖縄県工業連合会、 沖縄県 JIS 協会、 沖縄県酒造組合、沖縄県商工会連合会、 沖縄県商工会議所連合会陳情者

00：15：55からスタート00：15：55からスタート

全会一致で全会一致で

賛成多数で

賛成
反対×

16名
1名

賛成多数で

賛成
反対×

15名
1名

賛成多数で

賛成
反対×

15名
1名

陳情 意見書

※人権擁護委員とは？

【人権擁護委員候補者の推薦】【人権擁護委員候補者の推薦】

高宮城　克  氏
たかみやぎ かつ

人権擁護委員の任期満了に伴う
新たな委員候補者の推薦

一
般
会
計
補
正
予
算
・
抗
議
決
議
・
意
見
書
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請負契約・請負契約・財産の取得財産の取得

契約額：7,975万円
契約の相手方：旭建設株式会社

令和7年度
浜川漁港水産物加工・販売施設外構整備工事
令和7年度
浜川漁港水産物加工・販売施設外構整備工事

契約額：1億600万4百円
契約の相手方：有限会社日幸建設

令和7年度
サンセットビーチ改良工事
令和7年度
サンセットビーチ改良工事

契約額：9,751万5千円
契約の相手方：有限会社日幸建設

北谷公園野球場フェンス改良工事北谷公園野球場フェンス改良工事
契約額：1億206万9千円
契約の相手方：旭建設株式会社

美浜1号線2号ＢＯＸ補修工事美浜1号線2号ＢＯＸ補修工事

契約額：9,559万円
契約の相手方：株式会社海邦

北谷町役場庁舎照明ＬＥＤ化工事北谷町役場庁舎照明ＬＥＤ化工事

契約額：1億2,098万6千8百円
契約の相手方：旭建設株式会社

令和7年度
安良波公園園路整備工事
令和7年度
安良波公園園路整備工事

契約額：5,335万円
契約の相手方：有限会社栄野比土建

北谷中学校校舎周辺整備工事北谷中学校校舎周辺整備工事
収得する財産：塵芥収集車両
予定価格：755万円
契約の相手方：沖縄ふそう自動車株式会社

財産の取得財産の取得

北谷町宿泊税条例北谷町宿泊税条例北谷町宿泊税条例北谷町宿泊税条例北谷町宿泊税条例北谷町宿泊税条例北谷町宿泊税条例北谷町宿泊税条例
世界水準の都市型オーシャンフロント・リゾート地として発展していくことを目指し、地域の魅力
を高めるとともに、町民生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に
充てるため、地方税法の規定に基づき、法定外目的税である宿泊税を課する。

提案理由

宿泊税にかかる使途事業案が、エリアマネージメント事業の内容で、重なる内容が幾つかでている。この
棲み分けをどう分けていくのか
エリアマネージメント事業は、一定の区域内において行われる事業。宿泊税は、宿泊者から徴収したものを
町全域として行う事業。事業ごとにその線引きや、役割分担があるので、個別事業ごとに整理して実施。
宿泊税に関して、観光課、税務課以外で別の課、あるいは係を設置するのか
特別徴収する宿泊事業者が負担なく徴収できるような環境を整え、観光課と税務課で連携して進めていく。

問

答

問
答

総務財政常任委員会・経済工務常任委員会による
連合審査会を開催

総務財政常任委員会・経済工務常任委員会による総務財政常任委員会・経済工務常任委員会による総務財政常任委員会・経済工務常任委員会による総務財政常任委員会・経済工務常任委員会による総務財政常任委員会・経済工務常任委員会による総務財政常任委員会・経済工務常任委員会による
連合審査会を開催連合審査会を開催連合審査会を開催

総務財政常任委員会・経済工務常任委員会による
連合審査会を開催

連合審査会での主な質疑

本会議での主な質疑（10月7日）

宿泊税とは 連合審査会とは

使途について現段階で決定していることはあるか
観光客受入環境の整備、エリアの魅力創出、マーケティング基盤の整理。具体例では、植栽（伐採）、らくが
き対策、安心安全面、フリーWi-Fi、交通（移動）、多言語対応等で、実施の環境の整ったものから取り組んで
いきたい。
定率制で税率を２％にした経緯と、県との配分で県が0.8％、町が1.2％の根拠、税収見込１.９億円の根拠と
定率制にした理由は
定率のパーセンテージの設定は、総務省の法定外目的税の導入に係る処理基準及び留意事項で、需要に
よって設定される。全県的に２％と需要を統一して整理し、導入市町村は、地域需要を優先させたうえで３対２
と協議が整い、導入市町村が３、沖縄県が２という割合になっている。宿泊者に混乱が生じないように一定の
整合を図っている。収入見込み１.９億円の根拠は、本町の観光統計調査の個別アンケートで宿泊に占めてい
る消費額の分布割合を抽出し、全体の宿泊者数を当該分布割合に区分し、そこに税率1.2％を乗じ算出。宿泊
者数ではなく消費単価が上がっていくことに親和性がある制度設計が望ましく、宿泊者数が増加しないと税
額が増えない定額制から、付加価値による単価の増加により税収が上がっていく定率制がよいという税の伸
張性による。

問
答

問

答

宿泊税条例

　宿泊税は、ホテル又は民泊に宿泊する方に課税
される法的外目的税です。宿泊税の税収は、観光
の振興を図る施策に要する費用に充てられます。

　審査に係る議題が複数の委員会の分野に関係
していることで、議会の２つ以上の委員会が、一緒
に審査を行う会議です。

00：01：16からスタート00：01：16からスタート

北
谷
町
宿
泊
税
条
例
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請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・財産の取得請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・請負契約・財産の取得財産の取得財産の取得財産の取得財産の取得財産の取得財産の取得財産の取得財産の取得財産の取得財産の取得

契約額：7,975万円
契約の相手方：旭建設株式会社

令和7年度
浜川漁港水産物加工・販売施設外構整備工事
契約額：7,975万円

令和7年度
浜川漁港水産物加工・販売施設外構整備工事
令和7年度
浜川漁港水産物加工・販売施設外構整備工事

契約額：1億600万4百円
契約の相手方：有限会社日幸建設

令和7年度
サンセットビーチ改良工事
契約額：1億600万4百円

令和7年度
サンセットビーチ改良工事
令和7年度
サンセットビーチ改良工事

契約額：9,751万5千円
契約の相手方：有限会社日幸建設

北谷公園野球場フェンス改良工事北谷公園野球場フェンス改良工事北谷公園野球場フェンス改良工事北谷公園野球場フェンス改良工事
契約額：1億206万9千円
契約の相手方：旭建設株式会社

美浜1号線2号ＢＯＸ補修工事美浜1号線2号ＢＯＸ補修工事美浜1号線2号ＢＯＸ補修工事美浜1号線2号ＢＯＸ補修工事

契約額：9,559万円
契約の相手方：株式会社海邦

北谷町役場庁舎照明ＬＥＤ化工事北谷町役場庁舎照明ＬＥＤ化工事北谷町役場庁舎照明ＬＥＤ化工事

契約額：1億2,098万6千8百円
契約の相手方：旭建設株式会社

令和7年度
安良波公園園路整備工事
契約額：1億2,098万6千8百円

令和7年度
安良波公園園路整備工事
令和7年度
安良波公園園路整備工事

契約額：5,335万円
契約の相手方：有限会社栄野比土建

北谷中学校校舎周辺整備工事北谷中学校校舎周辺整備工事北谷中学校校舎周辺整備工事北谷中学校校舎周辺整備工事
収得する財産：塵芥収集車両
予定価格：755万円
契約の相手方：沖縄ふそう自動車株式会社

財産の取得
収得する財産：塵芥収集車両

財産の取得財産の取得財産の取得財産の取得

北谷町宿泊税条例北谷町宿泊税条例
　世界水準の都市型オーシャンフロント・リゾート地として発展していくことを目指し、地域
の魅力を高めるとともに、町民生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策に要す
る費用に充てるため、地方税法の規定に基づき、法定外目的税である宿泊税を
課する。

提案理由

宿泊税にかかる使途事業案が、エリアマネージメント事業の内容で、重なる内容が幾つかでている。この
棲み分けをどう分けていくのか
エリアマネージメント事業は、一定の区域内において行われる事業。宿泊税は、宿泊者から徴収したものを
町全域として行う事業。事業ごとにその線引きや、役割分担があるので、個別事業ごとに整理して実施。
宿泊税に関して、観光課、税務課以外で別の課、あるいは係を設置するのか
特別徴収する宿泊事業者が負担なく徴収できるような環境を整え、観光課と税務課で連携して進めていく。

問

答

問
答

総務財政常任委員会・経済公務常任委員会へ付託
連合審査会を開催

総務財政常任委員会・経済公務常任委員会へ付託
連合審査会を開催

委員長報告での主な質疑（10月14日）

本会議での主な質疑（10月7日）

宿泊税とは 連合審査会とは

使途について現段階で決定していることはあるか
観光客受入環境の整備、エリアの魅力創出、マーケティング基盤の整理。具体例では、植栽（伐採）、らくが
き対策、安心安全面、フリーWi-Fi、交通（移動）、多言語対応等で、実施の環境の整ったものから取り組んで
いきたい。
定率制で税率を２％にした経緯と、県との配分で県が0.8％、町が1.2％の根拠、税収見込１.９億円の根拠と
定率制にした理由は
定率のパーセンテージの設定は、総務省の法定外目的税の導入に係る処理基準及び留意事項で、需要に
よって設定される。全県的に２％と需要を統一して整理し、導入市町村は、地域需要を優先させたうえで３対２
と協議が整い、導入市町村が３、沖縄県が２という割合になっている。宿泊者に混乱が生じないように一定の
整合を図っている。収入見込み１.９億円の根拠は、本町の観光統計調査の個別アンケートで宿泊に占めてい
る消費額の分布割合を抽出し、全体の宿泊者数を当該分布割合に区分し、そこに税率1.2％を乗じ算出。宿泊
者数ではなく消費単価が上がっていくことに親和性がある制度設計が望ましく、宿泊者数が増加しないと税
額が増えない定額制から、付加価値による単価の増加により税収が上がっていく定率制がよいという税の伸
張性による。

問
答

問

答

宿泊税条例

　宿泊税は、ホテル又は民泊に宿泊する方に課税
される法的外目的税です。宿泊税の税収は、観光
の振興を図る施策に要する費用に充てられます。

　審査に係る議題が複数の委員会の分野に関係
していることで、議会の２つ以上の委員会が、一緒
に開いて審査を行う会議

00：01：16からスタート00：01：16からスタート
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第556回　北谷町議会臨時会　　【令和７年10月７日（火）～10月14日（火）】

閉会中の継続審査・議員派遣の件

議　案
議  

決  

結  

果

議席 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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北谷中学校校舎周辺整備工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議
令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和６年度北谷町一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議
令和６年度北谷町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定
について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議

令和６年度北谷町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認
定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議

令和６年度北谷町水道事業会計決算認定について 認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議認定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議
令和６年度北谷町水道事業剰余金処分について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ ◯ ◯ 議
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有機フッ素化合物（PFAS）による汚染源の特定と根本解決
を求める意見書 原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議◯ ◯ 議◯ ◯ 議

地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議
県産品の優先使用について（要請） 採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議採択 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議
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米海軍兵による窃盗事件に対する意見書 原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議
常態化している米軍嘉手納基地内でのパラシュート降下訓
練に対する抗議決議 原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議◯ − 議◯ − 議

常態化している米軍嘉手納基地内でのパラシュート降下訓
練に対する意見書 原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − 議◯ − 議◯ − 議

継続審査　 「今こそ選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」の採択について（請願）【総務財政常任委員会】

議員派遣の件 町村議会議員・事務局職員研修会　　　令和７年10月８日（水）

【表示の説明】 「〇」：賛成者 「×」：反対者 「退」：退席の意思を表明した退席者　
「公」：公務の欠席者 「病」：傷病の欠席者 「産」：出産の欠席者 「育」：育児の欠席者　
「看」：看護のための欠席者 「介」：介護のための欠席者 「配」：配偶者の出産補助の欠席者 「欠」：所用の欠席者
「除」：法律により議案の採決に加わらない者（除斥者） 「−」：議場に不在
「議」：議長 「副」：議長に事故等があり議長の職務を行う副議長

　議長の場合、過半数議決については、議決に加わる権利 ( 表決権 ) はなく、可否同数の場合に決定する権利 （ 裁決権 ) があります。特別多数決で法定されたも
のは議長にも表決権があります。
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臨時会・定例会　議決結果賛否一覧表
第554回　北谷町議会臨時会　　【令和７年８月14日（木）】

第555回　北谷町議会定例会　　【令和７年９月９日（火）～９月25日（木）】
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令和７年度浜川漁港水産物加工・販売施設外構整備工事請
負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ 議◯ 議

令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議令和７年度サンセットビーチ改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議
北谷公園野球場フェンス改良工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議
美浜１号線２号ＢＯＸ補修工事請負契約について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議
財産の取得について（塵芥収集車両） 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議
北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（1） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議
北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議北谷町固定資産評価審査委員会委員の選任について（2） 同意 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − ◯ ◯ 議
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北谷町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例について 原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議

中部広域市町村圏事務組合の規約の変更について 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議
令和７年度北谷町一般会計補正予算（第２号）について 原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議
令和７年度北谷町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）
について 原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議原案可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 議

会 中 の 議 会 活 動閉

日　　時

場　　所

研修内容

■中部地区町村議会議員・事務局職員研修会

日　　時

場　　所

研修内容

■町村議会正副議長・正副委員長研修会

日　　時

場　　所

研修内容

■沖縄県町村議会議員・事務局職員研修会

閉
会
中
の
議
会
活
動
・
議
決
結
果
賛
否
一
覧
表
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議員が聞いた！
今とこれから

一 般 質 問

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

て問
令
和
５
年
度
か
ら
令
和
６
年
度
の

維
持
管
理
費
・
修
繕
費
は

答
維
持
管
理
費
は
、
令
和
５
年
度

が
４
８
３
万
１
千
４
７
０
円
、
令

和
６
年
度
が
５
３
７
万
６
千
１
２
２

円
、
修
繕
費
は
、
令
和
５
年
度
が

96
万
６
千
９
０
０
円
、
令
和
６
年
度

が
８
万
２
千
５
０
０
円
。

道
路
行
政
を
問
う

問
美
浜
ア
メ
リ
カ
ン
ビ
レ
ッ
ジ
の
ス

ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
の
右
折
矢
印
付

き
信
号
機
設
置
に
つ
い
て
、
そ
の
後

の
進
捗
は

答
７
月
11
日
に
県
警
本
部
と
沖
縄
警

察
署
の
立
ち
合
い
の
も
と
、
信
号
機

サ
イ
ク
ル
の
調
整
を
実
施
。
車
両
の

青
信
号
の
時
間
を
延
長
し
、
車
両
交

通
の
円
滑
化
を
図
り
、
直
進
や
右
折

が
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

問
今
後
も
交
通
量
の
増
加
が
見
込
ま

れ
る
が
、
安
心
安
全
な
対
策
を
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
か

答
交
通
状
況
や
、
地
元
の
自
治
会
、

事
業
者
会
の
意
見
を
確
認
し
、
沖
縄

警
察
署
と
協
議
を
行
い
た
い
。

問
町
道
上
勢
頭
桃
原
線
の
上
勢
児
童

館
か
ら
県
道
23
号
線
に
向
け
、
路
面

に
凹
凸
が
生
じ
、
町
民
か
ら
修
繕
を

求
め
る
声
が
あ
る
。
進
捗
状
況
は

答
交
通
安
全
上
支
障
が
な
い
よ
う
補

修
し
て
い
く
。

問
早
め
に
対
応
で
き
な
い
の
か
、
今

後
の
対
策
は

答
町
全
域
で
、
補
修
が
必
要
な
状
況

と
な
っ
て
い
る
。
予
算
と
現
地
、
現

場
を
見
な
が
ら
、対
応
を
し
て
い
く
。

特
殊
詐
欺
被
害
防
止

問
高
齢
者
を
対
象
に
各
地
区
公
民
館

に
お
い
て
防
犯
講
座
の
取
組
が
で
き

な
い
か

答
被
害
に
遭
い
や
す
い
年
齢
層
で
、

各
地
区
公
民
館
等
に
お
け
る
防
犯
講

座
の
開
催
に
つ
い
て
も
、
警
察
や
関

係
団
体
と
調
整
し
な
が
ら
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
く
。

問
若
い
人
や
高
齢
者
な
ど
関
係
な

く
、
特
殊
詐
欺
は
い
つ
発
生
す
る
の

か
分
か
ら
な
い
。
被
害
者
が
出
な
い

よ
う
、
今
ま
で
や
っ
て
な
い
公
民
館

で
開
催
で
き
な
い
か

答
特
殊
詐
欺
の
講
話
は
、
沖
縄
警
察

署
が
実
施
を
し
て
お
り
、
現
在
北
玉

区
自
治
会
、

美
浜
区
自
治

会
、
宮
城
区

自
治
会
、
宇

地
原
区
自
治

会
の
老
人
ク

ラ
ブ
等
の
会

員
向
け
に
講

話
を
行
っ
て

い
る
。
他
の

自
治
会
に

も
、
沖
縄
警

察
署
と
連
携
し
て
実
施
に
向
け
て
調

整
し
た
い
。

ほ
か
に
、
次
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

⃝
�

物
価
高
対
策
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商

品
券
販
売
に
つ
い
て

⃝
�

北
谷
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
に
つ
い
て

老朽化する老人福祉センターの早めの対応を

STOP!! 特殊詐欺
町民被害を出さない地域づくりを

詳しくは動画をCheck　　

Q

A 令和８年度には事業者の公募、令和９年度以降に事業者
選定及び契約を締結予定

老人福祉センターは築 45年と老朽化が進み、
建替えの要望があるが見解は

宮
みや

里
ざと

廣
ひろし

議員

一
般
質
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議員が聞いた！
今とこれから

一 般 質 問

米
軍
基
地
に
つ
い
て
伺
う

問
普
天
間
基
地
か
ら
の
影
響
も
あ
る

と
思
う
が
説
明
は

答
普
天
間
基
地
の
説
明
は
な
い
。

問
説
明
資
料
に
「
攻
撃
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
の
実
弾
射
撃
訓
練
に
お
い
て
、

不
発
弾
が
発
生
し
た
場
合
、
不
発
弾

の
処
理
を
実
施
」
と
あ
る
。
キ
ャ
ン

プ
瑞
慶
覧
、普
天
間
基
地
に
は
な
い
。

嘉
手
納
基
地
で
実
弾
装
備
を
し
て
訓

練
す
る
の
か

答
訓
練
の
詳
細
を
把
握
し
て
い
な
い

が
、
射
爆
場
に
お
い
て
訓
練
等
を
実

施
す
る
予
定
と
伺
っ
た
。

問
実
弾
が
装
備
さ
れ
た
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
や
軍
用
機
が
住
宅
の
上
空
を
飛

び
、
仮
に
不
具
合
が
起
き
た
場
合
な

ど
大
事
故
に
な
る
と
思
う
が
見
解

は
。
ま
た
、
防
衛
局
は
住
民
説
明
会

を
行
う
か

答
沖
縄
防
衛
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

メ
デ
ィ
ア
関
係
等
を
通
し
て
公
表
さ

れ
て
い
る
。
実
弾
装
備
し
住
宅
地
上

空
を
飛
ぶ
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
と
考
え
る
。

問
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
汚
染
の
立
ち
入
り
調
査

の
進
捗
は

答
基
地
内
へ
の
立
ち
入
り
調
査
を
求

め
て
い
る
が
実
現
で
き
て
い
な
い
。

問
１
９
７
３
年
合
意
に
基
づ
け
ば
、

立
入
調
査
を
、
国
も
米
軍
も
許
可
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
見
解
は

答
防
衛
局
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
に

お
い
て
米
側
に
伝
達
。
調
整
が
整
い

次
第
、地
元
の
市
町
村
に
連
絡
す
る
、

と
の
回
答
。

減
災
、
防
災
を
問
う

問
沖
縄
県
は
、
毎
年
台
風
に
見
舞
わ

れ
る
。
台
風
対
策
等
の
取
組
は

答
北
谷
町
地
域
防
災
計
画
に
基
づ
き

風
水
害
等
を
想
定
。
自
助
・
共
助
・

公
助
の
取
組
を
柱
に
、
引
き
続
き
安

全
確
保
を
最
優
先
に
、
県
や
関
係
機

関
と
緊
密
に
連
携
し
、
台
風
被
害
の

最
小
化
に
努
め
る
。

問
自
助
の
取
組
で
目
標
数
値
は
あ
る

か
。
現
時
点
で
自
助
が
進
ん
で
い
る

か
把
握
で
き
る
か
。
自
助
が
進
ん
で

い
な
け
れ
ば
、
そ
の
分
公
助
で
守
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が

答
災
害
復
旧
ま
で
の
最
低
７
日
間
の

非
常
用
の
食
品
、
懐
中
電
灯
、
携
帯

ラ
ジ
オ
、
貴
重
品
等
を
備
え
て
い
た

だ
く
よ
う
周
知
。

生
涯
学
習
プ
ラ
ザ

問
子
ど
も
の
育
成
事
業
へ
の
予
算
、

職
員
の
増
員
の
必
要
性
は

答
今
年
度
の
予
算
は
少
し
増
え
事
業

も
充
実
。
今
後
も
、
柔
軟
な
事
業
へ

の
取
組
が
で
き
る
よ
う
工
夫
。

問
カ
ナ
イ
ホ
ー
ル
の
改
修
が
完
了
す

る
ま
で
の
間
、
職
員
の
増
員
、
強
化

が
必
要
で
は
な
い
か

答
財
源
の
確
保
を
し
、
教
育
総
務
課

等
の
業
務
を
依
頼
し
な
が
ら
進
め
た

い
。

浦
添
西
海
岸
の
埋
め
立
て

問
浦
添
軍
港
が
建
設
さ
れ
る
と
サ
ン

セ
ッ
ト
ビ
ュ
ー
ラ
イ
ン
等
の
景
観
が

損
な
わ
れ
る
の
で
は

答
町
政
事
務
の
範
囲
外
だ
が
、
基
地

を
抱
え
て
い
る
の
で
、
何
ら
か
の
影

響
が
あ
っ
た
場
合
は
防
衛
局
、
外
務

省
を
通
し
て
申
し
入
れ
る
。

実弾装備した軍用機が上空を飛
びまわる危険性があれば、強く
抗議するよう求める

子ども達の学ぶ力、考える力、生きる力が
身につくための更なる機会の創出を！

詳しくは動画をCheck　　

Q

A 防衛局から、演習の期間や場所、訓練内容等に
ついて説明があった

防衛省や米軍等から令和７年度自衛隊と米海兵隊との実動訓練
（レゾリュート・ドラゴン 25）の説明はあったか

新
しん

垣
がき

千
ち

秋
あき

議員

一
般
質
問

ちゃたん町議会だより No.121 2025（令和7）年11月発行 10



広
域
火
葬
場
建
設
計
画
は

問
先
の
答
弁
で「
説
明
会
終
了
」「
反

対
な
し
」
と
さ
れ
た
が
再
説
明
会
が

あ
り
、
自
治
会
長
が
反
対
を
表
明
。

合
意
形
成
に
丁
寧
さ
が
求
め
ら
れ
た

と
考
え
る
が

答
再
説
明
会
で
は
な
く
、
広
域
火
葬

場
整
備
計
画
の
都
市
計
画
決
定
に
向

け
た
住
民
説
明
会
。
直
接
的
な
反
対

は
な
か
っ
た
と
認
識
。説
明
会
翌
日
、

沖
縄
市
と
地
元
自
治
会
が
意
見
交
換

を
実
施
。
本
町
議
会
議
員
の
地
元
自

治
会
へ
の
配
慮
に
欠
け
た
発
言
に
憤

り
を
感
じ
た
と
の
意
見
を
確
認
。
地

元
自
治
会
よ
り
沖
縄
市
と
本
町
宛
て

に
、
抗
議
要
請
書
が
提
出
。
本
町
議

会
議
員
の
発
言
の
謝
罪
を
求
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
謝
罪
の
意
向
を
確

認
。

問
本
町
議
員
が
あ
の
よ
う
な
発
言
を

し
た
よ
う
に
捉
え
る
文
言
が
書
か
れ

て
い
た
が
、
議
事
録
の
確
認
は
し
た

か答
現
場
の
空
気
感
か
ら
、
地
元
の
方

が
抗
議
要
請
文
に
あ
る
よ
う
に
捉
え

る
よ
う
な
発
言
だ
っ
た
と
認
識
。

問
議
事
録
を
客
観
的
に
見
た
が
そ
の

よ
う
な
発
言
は
一
切
な
か
っ
た
。
今

後
本
町
の
関
わ
り
方
、
議
会
と
し
て

も
協
力
で
き
る
部
分
は
当
然
取
り
組

ん
で
い
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
か

答
構
成
市
町
村
と
連
携
し
、
地
元
の

方
の
心
情
も
理
解
し
な
が
ら
進
め
て

い
き
た
い
。
抗
議
文
か
ら
、
自
治
会

へ
の
配
慮
に
欠
け
た
発
言
が
あ
っ
た

事
実
は
変
わ
り
な
い
と
考
え
て
い

る
。
財
政
的
な
観
点
な
ど
か
ら
町
単

独
で
の
整
備
は
困
難
で
、
広
域
に
よ

る
共
同
整
備
を
検
討
し
て
き
た
。
今

回
、
沖
縄
市
を
中
心
と
し
た
広
域
火

葬
場
へ
参
画
す
る
こ
と
が
で
き
て
い

る
。
本
町
議
会
議
員
に
お
い
て
も
、

本
事
業
が
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う

慎
重
か
つ
責
任
を
伴
っ
た
発
言
及
び

行
動
を
お
願
い
す
る
。

学
校
施
設
整
備
の
優
先
順
位

と
予
算
配
分
に
つ
い
て

問
ど
こ
ま
で
現
場
の
要
望
や
課
題
を

把
握
し
対
応
し
て
い
く
の
か

答
危
険
性
や
緊
急
性
、
授
業
等
で
の

影
響
を
踏
ま
え
て
優
先
順
位
を
勘
案

し
て
対
策
。
引
き
続
き
学
校
と
連
携

を
図
り
修
繕
、
補
修
に
対
応
。

問
６
年
生
は
最
後
の
、
１
年
生
は
始

め
て
の
運
動
会
。
ス
ピ
ー
ド
感
を

も
っ
て
対
応
で
き
な
い
か

答
今
後
も
現
場
の
意
向
も
踏
ま
え
な

が
ら
、
で
き
る
だ
け
早
急
に
安
心
安

全
な
現
場
に
整
え
る
よ
う
努
め
た
い
。

問
空
調
設
備
優
先
順
位

の
位
置
づ
け
と
、
そ
の

時
期
は

答
目
標
は
全
小
中
学
校

へ
の
整
備
。
優
先
順
位

は
基
本
設
計
で
整
理
。

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
今

年
度
基
本
設
計
、
次
年

度
以
降
に
整
備
を
優
先

す
る
施
設
か
ら
実
施
設

計
を
行
い
、
令
和
９
年

度
以
降
か
ら
工
事
着
手

と
想
定
。

ほ
か
に
、
次
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

⃝
�

Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
汚
染
調
査
と
町
の
主
体

的
取
組
に
つ
い
て

⃝
�

町
内
保
育
施
設
に
お
け
る
待
機
児

童
と
保
育
士
不
足
の
実
態
と
対
応

に
つ
い
て

不用額の活用で、教育環境の整備を！

関係自治体として丁寧な対応と
配慮を求める

詳しくは動画をCheck　　

Q

A 議事録は確認していないが、説明会には参加した
高
たか

安
やす

克
かつ

成
なり

議員

沖縄市で行われた広域火葬場建設計画の住民
説明会の議事録を確認したか

一
般
質
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高
齢
者
福
祉

問
北
谷
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
の
会

員
数
は

答
令
和
６
年
度
末
時
点
で
１
千
１
５

８
人
。

問
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
建
替
え
の
進

捗
状
況
は

答
他
の
公
共
施
設
と
の
複
合
化
を
図

る
方
針
で
取
り
組
み
を
推
進
中
。
令

和
５
年
度
に
基
本
構
想
、
令
和
６
年

度
に
基
本
計
画
を
策
定
、
今
年
度
に

事
業
条
件
の
検
討
を
行
い
、
令
和
８

年
度
に
事
業
者
を
公
募
、
令
和
９
年

度
以
降
に
事
業
者
選
定
及
び
契
約
の

締
結
予
定
。

問
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
（
Ｃ-

Ｂ
Ｕ

Ｓ
）
が
デ
マ
ン
ド
型
に
な
っ
て
か
ら

の
高
齢
者
の
利
用
状
況
と
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
ま
で
の
利
用
実
態
は

答
令
和
６
年
度
は
65
歳
以
上
の
利
用

は
延
べ
１
万
１
千
５
９
８
人
。
そ
の

内
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
で
の
利
用

は
延
べ
１
千
１
８
７
人
で
１
日
平
均

４
人
が
利
用
し
て
い
る
。

問
高
齢
者
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
を

利
用
し
や
す
い
よ
う
に
検
討
で
き
な

い
か

答
デ
マ
ン
ド
型
運
行
に
移
行
し
て
、

予
約
が
取
り
づ
ら
い
等
の
声
が
あ

る
。
評
価
業
務
等
に
お
い
て
今
後
の

再
編
も
含
め
検
討
。

北
谷
中
学
校
正
門
前
ガ
ジ
ュ

マ
ル
及
び
敷
地
周
辺
の
樹
木

に
つ
い
て

問
中
部
土
木
事
務
所
に
ガ

ジ
ュ
マ
ル
の
剪
定
依
頼
が

で
き
な
い
か

答
枝
葉
が
広
範
囲
に
わ
た

り
伸
び
て
い
る
の
を
確
認
。

道
路
管
理
者
で
あ
る
沖
縄

県
中
部
土
木
事
務
所
に
剪

定
依
頼
を
行
う
。

問
北
谷
中
学
校
体
育
館
裏
や
グ
ラ
ウ

ン
ド
周
辺
の
樹
木
も
か
な
り
伸
び
て

い
る
が
対
応
は

答
学
校
敷
地
外
へ
越
境
し
て
い
る
状

況
を
確
認
し
た
の
で
剪
定
を
行
う
。

道
路
行
政
を
問
う

問
桃
原
公
園
か
ら
県
道
24
号
線
ま
で

の
歩
道
は
樹
木
の
根
が
大
き
く
凹
凸

が
見
ら
れ
る
。
修
繕
で
き
な
い
か

答
通
称
ひ
ま
わ
り
坂
の
交
差
点
付
近

か
ら
県
道
24
号
線
ま
で
の
区
間
の
ア

ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
ひ
び
割
れ
修
繕
工

事
を
行
い
、
令
和
７
年
９
月
に
完
了

し
た
。

問
埼
玉
県
八
潮
市
の
道
路
で
１
９
８

箇
所
の
空
洞
が
あ
る
と
報
道
が
あ
っ

た
。
本
町
の
空
洞
等
の
地
下
調
査
の

必
要
性
は

答
国
土
交
通
省
か
ら
道
路
管
理
者
に

対
し
安
全
点
検
を
実
施
す
る
よ
う
周

知
が
あ
っ
た
。
空
洞
調
査
等
が
必
要

と
な
れ
ば
実
施
さ
れ
る
も
の
と
考
え

る
。

役
場
職
員
の
働
き
方

問
県
職
員
が
定
年
前
に
退
職
の
意
向

が
４
割
と
い
う
報
道
が
あ
っ
た
。
本

町
は
ア
ン
ケ
ー
ト
等
を
実
施
し
た
こ

と
は

答
実
施
し
た
こ
と
は
な
い
。

問
令
和
５
年
度
か
ら
定
年
を
待
た
ず

に
退
職
し
た
人
数
は

答
令
和
５
年
度
４
人
、
令
和
６
年
度

７
人
、
令
和
７
年
度
２
人
。

施設利用者が利用しやすい環境を！

適切な樹木の管理を県に求む！

詳しくは動画をCheck　　

Q

A 利用状況等を勘案し修繕や買い替えを検討

老人福祉センターにあるヘルストロン等の健
康器具の買い替え予定は

津
つ

嘉
か

山
やま

 えり子
こ

議員
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道
路
行
政
に
つ
い
て
問
う

問
県
道
24
号
線
で
発
生
し
た
道
路
陥

没
事
故
と
今
年
８
月
に
発
生
し
た
北

前
区
公
民
館
前
道
路
陥
没
事
故
の
原

因
と
対
応
は

答
県
道
24
号
線
を
掘
削
調
査
し
た

が
、原
因
究
明
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

北
前
安
良
波
線
の
道
路
陥
没
事
故

は
、
陥
没
箇
所
付
近
に
下
水
道
管
や

水
道
管
は
埋
設
さ
れ
て
お
ら
ず
、
陥

没
の
状
況
か
ら
原
因
究
明
に
至
っ
て

い
な
い
。
簡
易
的
な
舗
装
に
よ
り
仮

復
旧
を
行
っ
て
い
る
。
８
月
に
当
該

陥
没
箇
所
と
隣
接
し
て
い
る
ひ
び
割

れ
箇
所
を
併
せ
て
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

舗
装
で
復
旧
を
完
了
。

問
北
谷
町
道
路
損
傷
等
通
報
シ
ス
テ

ム
の
こ
れ
ま
で
の
通
報
件
数
と
シ
ス

テ
ム
以
外
の
通
報
件
数
は

答
北
谷
町
道
路
損
傷
等
通
報
シ
ス
テ

ム
の
通
報
件
数
は
、
令
和
５
年
度
は

10
件
、
令
和
６
年
度
は
25
件
、
令
和

７
年
度
は
９
月
現
在
で
15
件
。
シ
ス

テ
ム
以
外
の
通
報
件
数
は
、
令
和
５

年
度
は
10
件
、令
和
６
年
度
は
19
件
、

令
和
７
年
度
は
９
月
現
在
で
11
件
。

大
規
模
災
害
時
の
避
難
所
対

応
に
つ
い
て
伺
う

問
避
難
所
の
ト
イ
レ
確
保
で
、
発
災

初
期
段
階
の
50
人
に
一
基
を
満
た
す

か
の
質
問
に
沖
縄
県
内
は
７
市
町
村

が
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
回
答
。

本
町
の
回
答
内
容
は

答
本
町
は
、
満
た
し
て
い
な
い
。
今

後
満
た
す
予
定
だ
が
、
時
期
の
め
ど

は
立
っ
て
い
な
い
と
回
答
。今
後
は
、

民
間
事
業
者
や
関
係
団
体
と
協
定
の

活
用
を
検
討
し
、
仮
設
ト
イ
レ
の
設

置
・
管
理
に
必
要
な
ノ
ウ
ハ
ウ
や
備

蓄
倉
庫
の
整
備
等
、
備
蓄
体
制
の
強

化
を
図
る
よ
う
取
り
組
む
。

問
避
難
所
の
備
蓄
品
状
況
と
各
学
校

の
体
育
館
避
難
所
運
営
は

答
長
期
保
存
可
能
な
レ
ト
ル
ト
食

品
・
粉
ミ
ル
ク
、
保
存
水
、
非
常
用

圧
縮
毛
布
、
簡
易
ト
イ
レ
、
生
理
用

品
、
小
児
・
高
齢
者
用
紙
お
む
つ
、

発
電
機
や
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
発
電
機
な

ど
を
確
保
。
避
難
所
運
営
は
、今
後
、

地
域
の
自
主
防
災
組
織
と
役
割
分
担

し
て
、
避
難
所
の
開
設
・
運
営
体
制

を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。
今
年
度
、

地
区
公
民
館
を
始
め
、
避
難
所
運
営

訓
練
を
実
施
し
、
地
域
の
防
災
力
向

上
の
支
援
を
図
っ
て
い
く
。

問
避
難
所
と
な
る
公
立
学
校
体
育
館

へ
の
空
調
設
備
設
置
の
実
施
に
向
け

た
取
組
状
況
は

答
町
内
全
小
中
学
校
の
体
育
館
へ
整

備
を
目
標
と
し
、
基
本
設
計
業
務
を

実
施
。

美
浜
駐
車
場
の
積
層
化
を
問

う問
令
和
5
年
度
の
観
光
客
満
足
度
調

査
に
お
け
る
不
満
の
内
容
は

答
好
意
的
評
価
が
8
割
以
上
と
総
じ

て
高
い
評
価
と
な
っ
て
い
る
一
方
、

ト
イ
レ
、
駐
車
場
、
施
設
情
報
が
少

な
い
な
ど
の
不
満
の
声
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

ほ
か
に
、
次
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

⃝
�

宿
泊
税
と
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

負
担
金
制
度
の
導
入
に
つ
い
て

⃝
�

北
谷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
事
業
に

つ
い
て

⃝
�

上
下
水
道
事
業
に
つ
い
て

災害時も安心して過ごせる避難環境へ

陥没ゼロを目指して確かな調査と補修を

詳しくは動画をCheck　　

Q

A 町道の道路陥没件数は、令和５年度は３件、令和６年度
は２件、令和７年度は９月現在で１件

町内における過去の道路陥没事故件数は

友
とも

利
り

勉
つとむ

議員
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Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
を
問
う

問
健
康
影
響
調
査
や
医
学
的
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
「
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
調
査
等
で
の
対
応
」「
環
境
研

究
総
合
推
進
費
の
活
用
」
の
２
点
が

示
さ
れ
た
。
国
の
担
当
者
と
具
体
的

な
や
り
取
り
は

答
環
境
省
の
担
当
者
は
「
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
調
査
等
に
よ
る
対
応
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
特
定
の
自
治
体
を
対
象
に

し
た
調
査
の
予
定
は
な
い
。
環
境
研

究
総
合
推
進
費
は
、
産
学
民
間
の
研

究
機
関
か
ら
提
案
を
募
り
研
究
・
技

術
開
発
を
実
施
す
る
も
の
で
、
自
治

体
の
健
康
影
響
調
査
に
活
用
で
き
る

も
の
で
は
な
い
」
と
回
答
。

問
県
の
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
の
健
康
影
響
等
に

関
す
る
検
討
委
員
会
と
連
携
し
、
血

液
検
査
が
実
現
で
き
る
よ
う
県
に
要

望
で
き
な
い
か

答
今
後
も
県
の
動
向
も
確
認
し
、
状

況
に
応
じ
て
要
望
し
て
い
き
た
い
。

小
学
校
に
お
け
る
水
泳
授
業

に
つ
い
て

問
水
泳
授
業
に
監
視
員
の
確
保
と
、

３
年
生
以
上
に
専
門
家
の
指
導
を
導

入
で
き
な
い
か

答
学
校
や
関
係
機
関
と
連
携
し
検
討
。

問
小
学
校
の
水
泳
授
業
の
監
視
員
や

指
導
体
制
に
差
が
な
い
か

答
北
谷
第
二
小
と
北
谷
小
は
、
民
間

委
託
。
常
時
２
名
以
上
の
監
視
員
を

配
置
。
北
玉
小
と
浜
川
小
は
、
従
来

通
り
学
校
の
プ
ー
ル
を
使
用
。
２
名

以
上
で
監
視
す
る
体
制
を
整
え
て
い

る
。

離
婚
を
考
え
て
い
る
保
護
者

へ
の
支
援
体
制
は

問
保
護
者
が
離
婚
を
考
え
始
め
た
時

点
で
、
支
援
内
容
等
を
確
認
で
き
る

体
制
や
離
婚
後
の
仕
事
や
住
居
に
関

す
る
相
談
、
離
婚
調
停
等
の
専
門
的

な
ア
ド
バ
イ
ス
を
提
供
す
る
仕
組
み

は答
離
婚
前
相
談
は
、
相
談
者
の
状
況

に
応
じ
て
役
場
福
祉
課
に
設
置
の
一

次
相
談
窓
口
や
法
律
相
談
を
実
施
す

る
法
テ
ラ
ス
沖
縄
等
適
切
な
機
関
を

案
内
。
子
ど
も
家
庭
支
援
員
が
相
談

者
と
一
緒
に
、
抱
え
る
悩
み
や
問
題

を
整
理
し
、
諸
手
当
の
申
請
手
続
き

支
援
や
沖
縄
県
マ
ザ
ー
ズ
ス
ク
エ
ア

ゆ
い
は
あ
と
中
部
等
の
関
係
機
関
と

の
連
携
を
図
る
等
、
寄
り
添
っ
た
支

援
を
行
っ
て
い
る
。

問
福
祉
課
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
一

時
相
談
窓
口
の
タ
イ
ト
ル
が
生
活
困

窮
に
関
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

既
に
困
窮
し
て
い
る
方
に
限
定
し
て

い
る
。
離
婚
を
考
え
て
い
る
保
護
者

が
自
分
は
相
談
対
象
だ
と
認
識
し
づ

ら
い
。
改
善
で
き
な
い
か

答「
離
婚
」
と
い
う
言
葉
は
載
っ
て

い
な
い
が
、
幅
広
い
相
談
を
実
際
は

受
け
て
い
る
。「
離
婚
」
を
追
加
す

る
か
検
討
。

ほ
か
に
、
次
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

⃝
�

北
前
区
の
防
災
に
つ
い
て

離婚前にも相談支援を望む！

水泳の授業に監視員の確保と
専門家の指導員の配置を！

詳しくは動画をCheck　　

Q

A 仲
なか

宗
そ

根
ね

由
ゆ

美
み

議員  
調査地点や検出値の状況を総合的に見れば、主
要な汚染源である蓋然性は極めて高い

嘉手納基地が PFAS 汚染源であることは疑い
の余地がない。見解は

一
般
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飼
い
犬
の
登
録
件
数
と
予
防

接
種
の
状
況
は

問
基
地
外
に
住
む
米
軍
人
・
軍
属
へ

の
周
知
は

答
咬
傷
事
件
が
相
次
い
だ
こ
と
を
受

け
、
闘
犬
種
や
大
型
犬
種
を
飼
育
し

て
い
る
飼
い
主
に
対
し
、
飼
い
方
に

関
す
る
注
意
喚
起
の
周
知
文
書
を
発

送
。
米
軍
・
軍
属
に
関
し
て
は
英
訳

し
た
文
書
を
発
送
し
他
に
県
が
作
成

し
た
外
国
人
向
け
の
チ
ラ
シ
等
を
窓

口
で
配
布
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲

載
。

騒
音
対
策
は

問
近
年
の
騒
音
状
況
は

答
砂
辺
局
で
若
干
の
増
加
、
そ
の
他

の
局
で
減
少
。
今
年
の
８
月
に
砂
辺

区
の
住
宅
地
上
空
を
旋
回
し
騒
音
が

激
し
く
な
っ
て
い
る
と
連
絡
を
受
け

て
お
り
、
沖
縄
防
衛
局
を
通
じ
て
米

軍
に
申
し
入
れ
た
。

問
砂
辺
地
域
へ
監
視
カ
メ
ラ
設
置
と

嘉
手
納
道
の
駅
、
展
望
台
に
設
置
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
即
時
騒
音
の
大
き

さ
が
分
か
る
電
子
表
示
板
を
設
置
で

き
な
い
か

答
砂
辺
区
へ
の
設
置
に
つ
い
て
は
、

県
の
確
認
方
法
と
重
な
ら
な
い
よ
う

調
整
す
る
必
要
が
あ
り
慎
重
に
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。
電
子
表
示
板
の

設
置
は
騒
音
値
を
可
視
化
す
る
こ
と

に
よ
り
、
町
民
が
客
観
的
に
把
握
で

き
る
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
が
設
置
費

用
、
通
信
回
線
、
表
示
パ
ネ
ル
の
保

守
点
検
、
更
新
費
用
な
ど
財
政
的
負

担
が
長
期
に
わ
た
り
生
じ
る
こ
と
か

ら
、
現
状
の
航
空
機
騒
音
測
定
シ
ス

テ
ム
の
運
用
を
継
続
。

問
関
係
機
関
と
連
携
し
た
米
軍
や
国

へ
の
事
件
・
事
故
に
関
す
る
要
請
状

況
は

答
三
連
協
や
町
単
独
で
抗
議
・
要
請

を
行
っ
て
い
る
。
三
連
協
が
行
っ
た

抗
議
・
要
請
は
令
和
６
年
度
20
件
、

令
和
５
年
度
19
件
。

ス
ポ
ー
ツ
振
興
を
伺
う

問
部
活
動
の
地
域
移
行
の
メ
リ
ッ

ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
、
現
状
を
伺
う

答
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
教
員
の
負
担

軽
減
に
よ
る
働
き
方
改
革
の
推
進
、

生
徒
達
が
多
様
な
指
導
者
か
ら
学
ぶ

機
会
が
増
え
る
こ
と
を
想
定
。
課
題

と
し
て
、
指
導
者
の
確
保
、
運
営
団

体
の
体
制
整
備
、
保
護
者
の
費
用
負

担
の
増
加
等
。

問
令
和
６
年
度
か
ら
国
民
体
育
大
会

か
ら
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
名
称
が

変
更
さ
れ
、
県
で
も
令
和
２
年
度
に

協
会
名
を
変
更
。
各
市
町
村
も
協
会

名
や
大
会
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。

本
町
の
現
状
を
伺
う

答「
北
谷
町
体
育
協
会
」
と
い
う
名

称
を
使
用
。
長
年
に
わ
た
り
地
域
住

民
に
親
し
ま
れ
、
当
協
会
の
歴
史
や

伝
統
を
反
映
し
て
い
る
。

職
員
の
安
全
対
策

問
本
年
４
月
か
ら
応
対
品
質
向
上
の

た
め
電
話
対
応
に
録
音
を
開
始
し
た

が
、
カ
ス
ハ
ラ
と
疑
わ
れ
る
事
例
が

あ
る
か
、窓
口
対
応
を
含
め
た
件
数
、

警
察
等
に
相
談
を
し
た
件
数
を
伺
う

答
電
話
録
音
機
能
導
入
以
降
電
話
に

よ
る
カ
ス
ハ
ラ
事
案
は
無
く
、
窓
口

対
応
で
２
件
、
警
察
等
へ
の
相
談
件

数
は
１
件
。

騒音がなく快適に暮らせる北谷町を！

町民が楽しくスポーツができるまちづくりを！　　　　　　　　　

名
や
大
会
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。町民が楽しくスポーツができるまちづくりを！　　　　　　　　　

名
や
大
会
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。町民が楽しくスポーツができるまちづくりを！　　　　　　　　　

詳しくは動画をCheck　　

Q

A

飼い犬の登録件数、狂犬病予防接種状況、外
国人関係者の状況は

登録頭数は1,682頭、予防接種頭数は974頭、外国人関
係者登録数は244頭照

てる
屋
や

正
まさ

治
はる

議員
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高
齢
者
福
祉

問
高
齢
者
数
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢

者
数
、
高
齢
化
率
は

答
65
歳
以
上
の
高
齢
者
数
は
６
千
２

４
８
人
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
数

は
１
千
９
３
９
人
で
高
齢
化
率
は
２

１
・
４
％
。

問
高
齢
者
や
低
所
得
者
等
へ
の
家
賃

低
廉
化
対
策
の
現
状
は

答
今
年
度
よ
り
、
住
宅
確
保
要
配
慮

者
専
用
賃
貸
住
宅
を
確
保
す
る
た

め
、
県
と
連
携
し
家
賃
低
廉
化
事
業

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

問
全
国
の
自
治
体
に
実
施
さ
れ
た
ア

ン
ケ
ー
ト
で
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
体
制
の
持
続
に
危
機
感
を
抱

く
首
長
が
97
％
と
の
調
査
結
果
が
報

道
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
い
介
護
保
険

料
に
変
動

が
あ
る
か

懸
念
が
あ

る
が
、
所

見
を
伺
う

答
介
護
保

険
制
度
を

維
持
す
る

た
め
、
公

費
や
保
険
料
の
負
担
引
き
上
げ
が
検

討
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

教
育
行
政
は

問
文
部
科
学
省
が
小
学
６
年
生
、
中

学
３
年
生
を
対
象
に
行
っ
た
令
和
７

年
度
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の

結
果
分
析
、
質
問
調
査
の
回
答
結
果

を
公
表
。
本
町
の
結
果
と
課
題
は

答
平
均
正
答
率
が
小
学
校
国
語
64
％
、

算
数
49
％
、
理
科
51
％
、
中
学
校
国

語
46
％
、
数
学
36
％
、
理
科
45
％
。

課
題
は
、
小
学
校
国
語
「
情
報
の
扱

い
方
に
関
す
る
事
項
や
読
む
こ
と
」

算
数「
数
と
計
算
や
デ
ー
タ
の
活
用
」

理
科
「
粒
子
・
生
命
を
柱
と
す
る
領

域
」
中
学
校
国
語
「
言
語
事
項
や
書

く
こ
と
」
数
学
「
図
形
や
関
数
」
理

科
「
粒
子
・
生
命
を
柱
と
す
る
領
域
」

問
児
童
生
徒
の
熱
中
症
対
策
は

答
熱
中
症
指
数
を
測
定
し
状
況
に
応

じ
て
活
動
を
制
限
す
る
な
ど
安
全
対

策
を
講
じ
て
い
る
。
水
筒
持
参
を
推

奨
し
、
屋
内
外
で
活
動
す
る
際
、
学

級
担
任
等
が
水
分
補
給
を
す
る
よ
う

声
掛
け
を
行
い
、習
慣
づ
け
て
い
る
。

問
各
小
中
学
校
の
体
育
館
へ
の
ク
ー

ラ
ー
設
置
に
つ
い
て
現
状
を
伺
う

答
今
年
度
基
本
設
計
を
実
施
。
令
和

８
年
度
に
対

象
学
校
を
選

定
し
実
施
設

計
を
行
い
、

工
事
を
令
和

９
年
度
か
ら

順
次
行
う
。

子
育
て
支
援
を
問
う

問
保
育
士
確
保
事
業
の
現
状
と
課
題

に
つ
い
て

答
北
谷
町
保
育
士
確
保
対
策
緊
急
補

助
事
業
を
令
和
２
年
度
か
ら
令
和
６

年
度
ま
で
認
可
保
育
所
等
に
対
し
補

助
を
行
っ
た
。
保
育
士
の
処
遇
改
善

と
定
着
化
に
一
定
程
度
の
効
果
は

あ
っ
た
が
依
然
と
し
て
保
育
士
不
足

の
状
況
が
続
き
、待
機
児
童
も
増
加
。

県
外
保
育
士
の
誘
致
や
正
規
職
員
雇

用
、
負
担
軽
減
を
促
進
す
る
北
谷
町

保
育
士
確
保
対
策
強
化
事
業
補
助
金

を
毎
年
度
予
算
化
し
て
い
る
が
十
分

に
活
用
し
き
れ
な
い
現
状
。

問
令
和
８
年
度
よ
り
「
こ
ど
も
誰
で

も
通
園
制
度
」
が
開
始
さ
れ
る
。
事

業
の
内
容
は

答
就
労
要
件
を
問
わ
ず
、
月
一
定
時

間
ま
で
保
育
所
等
に
通
園
で
き
る
仕

組
み
。
子
ど
も
の
育
ち
を
中
心
に
捉

え
、
全
て
の
子
ど
も
の
育
ち
を
応
援

し
、
良
質
な
成
育
環
境
を
整
備
す
る

こ
と
が
目
的
。

町
営
体
育
館
建
設
に
つ
い
て

問
体
育
館
建
設
の
計
画
は

答
用
地
の
確
保
、
財
源
、
維
持
管
理
、

町
民
ニ
ー
ズ
等
で
多
く
の
課
題
を
整

理
す
る
必
要
が
あ
る
。

　快適に過ごせる学校生活を！

いつまでも自分らしく住み慣れた地域を！いつまでも自分らしく住み慣れた地域を！

詳しくは動画をCheck　　

Q

A 関係機関と連携し高齢者の生活の課題に取り組
む

年金だけでは生活できない高齢者の現状に対
し、施策はないか

大
おお

浜
はま

 ヤス子
こ
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憲
法
９
条
が
目
指
す
平
和
の

道
、
９
条
碑
建
立
に
つ
い
て

問
現
在
憲
法
９
条
の
碑
は
、
全
国
で

52
か
所
、
県
内
で
も
７
か
所
建
立
さ

れ
て
い
る
状
況
。
恒
久
平
和
を
願
う

本
町
と
し
て
憲
法
９
条
を
知
ら
し
め

て
い
く
こ
と
は
重
要
だ
と
考
え
る
が

答
憲
法
９
条
を
周
知
す
る
こ
と
は
大

切
だ
と
考
え
る
。
本
年
10
月
の
平
和

推
進
旬
間
の
中
で
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信

の
憲
法
講
演
会
の
実
施
を
予
定
し
て

い
る
。

有
機
フ
ッ
素
化
合
物
Ｐ
Ｆ
Ａ

Ｓ
汚
染
か
ら
住
民
の
命
を
守

る
取
組
に
つ
い
て

問
平
成
28
年
に
北
谷
浄
水
場
の
水
が

Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
公

表
さ
れ
今
年
で
９
年
目
と
な
る
。国・

県
の
動
向
は

答
国
に
お
い
て
は
、
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
に
関

す
る
今
後
の
対
応
の
方
向
性
を
踏
ま

え
、
様
々
な
取
組
が
実
施
さ
れ
て
い

る
。
県
に
お
い
て
は
８
月
に
Ｐ
Ｆ
Ａ

Ｓ
に
関
す
る
健
康
影
響
対
策
検
討
委

員
会
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
専
門
家
か

ら
の
意
見
を
参
考
に
今
後
の
施
策
を

検
討
し
て
い
く
と
さ
れ
て
い
る
。

問
米
連
邦
政
府
は
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
に
つ
い

て
法
的
拘
束
力
の
あ
る
全
米
基
準
を

こ
れ
ま
で
の
基
準
値
よ
り
大
幅
に
厳

し
く
設
定
し
て
い
る
が
日
本
の
基
準

値
の
見
直
し
は

答
環
境
省
は
、
水
道
水
の
水
質
基
準

を
新
た
に
設
定
す
る
た
め
、
本
年
６

月
に
「
水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
」
等
を
公
布

し
て
い
る
。
内
容
と
し
て
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ

Ｓ
及
び
Ｐ
Ｆ
Ｏ
A
の
水
質
基
準
を

50
ng
╱
Ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
、
検
査

の
回
数
は
概
ね
３
か
月
に
１
回
を
基

本
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

問
沖
縄
県
内
に
あ
る
基
地
内
の
調
査

は
本
国
が
行
っ
て
い
る
の
か

答
沖
縄
防
衛
局
に
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
承
知
し
て
い
な
い
と
の
回
答
を

受
け
て
い
る
。

問
北
部
ダ
ム
か
ら
北
谷
浄
水
場
へ
の

導
入
管
の
改
築
工
事
が
平
成
29
年
か

ら
開
始
さ
れ
令
和
６
年
頃
に
は
完
了

の
予
定
だ
っ
た
が
現
況
は

答
事
業
主
体
の
沖
縄
県
に
確
認
し
た

と
こ
ろ
、
施
設
の
老
朽
化
が
想
定
以

上
に
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
事
業

見
直
し
が
行
わ
れ
、
令
和
19
年
度
の

完
了
を
予
定
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

問
現
在
、
各
家
庭
に
供
給
さ
れ
て
い

る
水
道
水
の
水
源
は

答
本
町
は
北
谷
浄
水
場
か
ら
受
水
し

て
お
り
、
水
源
は
福
地
ダ
ム
等
の
沖

縄
本
島
北
部
の
ダ
ム
か
ら
久
志
浄
水

場
を
経
由
し
て
北
谷
浄
水
場
に
繋
が

る
水
源
の
ほ
か
、
本
島
中
部
の
山
城

ダ
ム
、
倉
敷
ダ
ム
、
長
田
川
、
嘉
手

納
井
戸
郡
、
海
水
淡
水
化
セ
ン
タ
ー

と
な
っ
て
い
る
が
、
水
量
が
確
保
で

き
な
い
場
合
に
は
、
比
謝
川
や
天
願

川
か
ら
取
水
す
る
こ
と
も
あ
る
。

ほ
か
に
、
次
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

⃝

学
校
給
食
に
つ
い
て

⃝
�

地
域
運
動
部
活
動
推
進
事
業
に
つ

い
て

⃝
�

待
機
児
童
家
庭
に
対
す
る
支
援
に

つ
い
て

恒久的な平和の推進のため、
憲法９条の碑建立を！

PFAS 汚染にかかる早急な対応を国に求める！

詳しくは動画をCheck　　

Q

A

「憲法９条の碑」建立を提案するが所見は

現在計画はない
玉
たま

那
な

覇
は

淑
ひで

子
こ
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道
路
行
政
を
問
う

問
町
道
砂
辺
浜
川
境
界
線
道
路
改
良

事
業
に
つ
い
て
、
58
号
入
口
か
ら
宮

城
区
に
向
か
っ
て
、
ど
こ
ま
で
道
路

拡
幅
工
事
を
予
定
し
て
い
る
の
か

答
国
道
58
号
の
入
口
部
分
か
ら
約

１
２
０
ｍ
進
ん
だ
範
囲
で
や
び
く
産

婦
人
科
に
右
折
す
る
道
路
ま
で
の
区

間
を
予
定
。
歩
道
は
２
・
５
ｍ
。
国

道
に
右
折
す
る
た
め
の
車
線
を
設
け

る
。
直
進
車
線
が
そ
れ
ぞ
れ
３
ｍ
。

総
幅
員
は
12
ｍ
を
予
定
。

問
９
月
22
日
に
第
一
ゲ
ー
ト
で
事
故

が
あ
り
周
辺
一
帯
が
渋
滞
し
た
。
ど

の
よ
う
に
渋
滞
を
解
決
し
た
方
が
い

い
か

答
事
故
原
因
の
把
握
と
対
策
は
南
部

国
道
事
務
所
で
調
査
検
討
。
土
木
課

と
し
て
は
、
砂
辺
浜
川
境
界
線
改
良

事
業
の
早
期
完
了
を
め
ざ
し
関
係
部

所
と
連
携
し
取
り
組
む
。

問
町
道
砂
辺
５
号
線
へ
入
る
砂
辺
馬

場
公
園
の
入
口
付
近
の
拡
幅
整
備
に

伴
い
、
駐
車
場
も
整
備
で
き
な
い
か

答
工
事
の
進
捗
を
確
認
し
な
が
ら
、
公

園
駐
車
場
を
砂
辺
馬
場
公
園
の
東
側

部
分
に
34
台
設
置
予
定
で
整
備
予
定
。

問
拡
幅
工
事
の
時
期
、
拡
幅
す
る
長

さ
、
幅
等
は

答
町
道
砂
辺
５
号
線
改
良
事
業
の
範

囲
は
、
砂
辺
馬
場
公
園
の
出
入
り
口

付
近
か
ら
町
道
砂
辺
浜
川
線
に
向
け

て
の
区
間
、約
60
ｍ
の
事
業
。
現
在
、

沖
縄
防
衛
局
に
対
し
て
国
有
地
の
使

用
許
可
の
手
続
中
。
令
和
８
年
度
の

予
算
で
工
事
費
が
確
保
で
き
る
よ
う

に
取
り
組
む
。

問
浜
川
交
差
点
か
ら
コ
ザ
信
用
金
庫

ま
で
と
浜
川
小
学
校
の
Ｔ
字
路
に
ポ

ス
ト
コ
ー
ン
の
設
置
を
検
討
す
る
と

の
こ
と
だ
が
進
捗
状
況
は

答
車
両
の
減
速
を
促
す
た
め
、
路
側

帯
に
ポ
ス
ト
コ
ー
ン
を
設
置
す
る
工

事
を
発
注
。
令
和
７
年
11
月
末
ま
で

に
完
了
予
定
。

問
ポ
ス
ト
コ
ー
ン
で
減
速
で
き
る
の

か
。
ハ
ン
プ
の
方
が
有
効
で
は
な
い

か答
路
肩
の
白
線
上
に
ポ
ス
ト
コ
ー
ン

を
設
置
予
定
。
車
線
幅
員
が
視
覚
的

に
狭
ま
る
よ
う
に
見
え
、
車
両
の
速

度
の
減
速
を
期
待
。
設
置
後
も
状
況

を
注
視
し
な
が
ら
、
他
の
対
策
等
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。

沖
合
に
あ
る
生
け
簀
は

問
沖
合
に
あ
る
生
け
簀
の
現
在
の
状

況
を
伺
う
。
ま
た
、
生
け
簀
を
観
光

釣
り
堀
に
で
き
な
い
か

答
北
谷
町
漁
業
協
同
組
合
に
確
認
し

た
と
こ
ろ
「
台
風
等
の
被
害
に
よ
り

使
用
が
困
難
な
状
態
に
あ
る
」
と
の

こ
と
。

ほ
か
に
、
次
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

⃝

共
同
墓
地
に
つ
い
て

道路の拡幅と駐車場の整備を！

ハンプの設置で安全確保を望む

詳しくは動画をCheck　　

Q

A 今年度は下水道事業を予定。道路拡幅工事は令和
８年度に着手予定

嘉手納第一ゲートが９月１日に開通。砂辺浜
川境界線改良も早めに整備ができないか

與
よ

儀
ぎ

誠
まこと
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北谷町議会事務局  ☎（098）936-3382  FAX（098）936-9712
ご意見・ご感想、又はお問い合わせ

編
集
後
記

令和7年12月定例会に傍聴に行こう！令和7年12月定例会に傍聴に行こう！
令和7年12月16日（火）から開催予定

インターネットで町議会を知ろう！

ち
ゃ
た
ん
町議
会
だ
よ
り

令和７年度
広島 長崎 平和学習派遣者
～北谷町ピースメッセンジャー～

平
和
の
大
切
さ
と

命
の
大
切
さ
が
改
め
て
学
べ
ま
し
た

原
爆
の
被
害
や
被
爆
者
、

ご
遺
族
の
方
々
の
想
い
を
学
び
ま
し
た

戦
争
は
残
酷
、

戦
後
も
人
や
心
を
失
う
こ
と
で
す

付
和
雷
同
せ
ず
他
者
と
の

対
立
を
話
し
合
い
に
よ
っ
て
解
決
す
る

今
ま
で
学
ん
だ
事
を
周
り
に
伝
え
る
こ
と

思
い
や
り
と
知
る
こ
と
を
大
切
に
、

忘
れ
な
い
た
め
に
平
和
を
語
り
継
ぐ

戦
後
80
年
の
記
憶
は
風
化
す
る

私
は
伝
え
続
け
る
被
害
者
の
感
情
を

命
が
語
る
平
和
の
尊
さ
を

　
　
　
　
　
未
来
へ
渡
そ
う

戦
後
80
年
こ
の
節
目
を
も
と
に

　
　
　
　
　
私
は
過
去
を
振
り
返
る

2025.8

長崎




